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問　

昨
年
の
７
月
豪
雨
は
町
内
各
地

に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
せ
た
。

　

東
安
下
庄
の
安
高
か
ら
立
岩
間
の

道
路
沿
い
で
は
、
倒
木
・
山
腹
崩
壊

の
災
害
が
２
箇
所
発
生
し
、
数
日
間

に
わ
た
っ
て
県
道
が
通
行
止
め
と
な

り
、
高
校
生
の
通
学
や
地
域
住
民
の

生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

そ
の
災
害
が
発
生
し
た
要
因
の
一

つ
と
し
て
は
、豪
雨
で
地
盤
が
緩
み
、

大
き
く
成
長
し
過
ぎ
た
樹
木
が
自
重

を
支
え
ら
れ
な
く
な
り
崩
落
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
現
場
付
近
を
は
じ
め
、
町

内
の
主
要
道
路
沿
い
に
は
、
倒
木

の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
大

き
く
成
長
し
た
樹
木
が
数
多
く
存

在
し
て
い
る
。

　

町
民
の
命
を
守
る
た
め
、公
有
地
・

私
有
地
を
問
わ
ず
、
危
険
な
樹
木
を

調
査
し
、
た
だ
ち
に
伐
採
す
べ
き
と

考
え
る
が
、「
一
人
の
犠
牲
者
も
出

さ
な
い
」
覚
悟
で
、
防
災
・
減
災
対

策
に
関
す
る
施
策
を
積
極
的
に
推
進

す
る
周
防
大
島
町
と
し
て
の
見
解
を

問
う
。

答　

現
在
、
町
内
に
は
、
８
７
２
路

線
、
総
延
長
４
７
３
㎞
の
町
道
が
あ

り
、
道
路
敷
内
の
危
険
樹
木
に
つ
い

て
は
、
適
正
に
管
理
を
行
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
主
要

道
路
に
お
い
て
通
行
の
支
障
と
な
る

樹
木
に
つ
い
て
は
、
道
路
維
持
の
予

算
の
中
で
、
計
画
的
に
伐
採
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
道
路
法
面
の
防
災
対
策
に

つ
い
て
は
、平
成
27
年
度
、平
成
28
年

度
に
、
道
路
法
面
点
検
業
務
委
託
に

よ
り
、危
険
箇
所
の
把
握
に
努
め
た
。

　

私
有
地
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
地

権
者
の
方
に
適
切
に
管
理
を
行
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
第
一
と
考
え

て
お
り
、
地
権
者
の
方
に
も
防

災
対
策
に
関
し
ご
理
解
を
い
た

だ
き
た
い
。

　

国
道
・
県
道
の
適
切
な
管
理

に
つ
い
て
は
、
な
お
一
層
尽
力

い
た
だ
く
よ
う
、
町
か
ら
県
に

対
し
、
強
く
要
望
し
て
い
く
。

問　

道
路
法
面
点
検
の
結
果
及

び
そ
の
対
処
は
？

答　
総
点
検
３
５
４
ヶ
所
の

内
、点
検
不
要
16
ヶ
所
、要
経
過

観
察
２
８
０
ヶ
所
、
要
点
検
59

ヶ
所
で
あ
る
。

　

平
成
30
年
度
ま
で
に
、
要
点

検
59
ヶ
所
の
内
、
15
ヶ
所
の
法

面
補
修
が
実
施
済
で
あ
り
、
今

年
度
以
降
も
引
き
続
き
実
施
す
る
予

定
で
あ
る
。

問　

災
害
や
断
水
が
発
生
し
た
際
の

応
急
措
置
並
び
に
復
旧
復
興
に
関
す

る
事
業
に
要
す
る
経
費
、
ま
た
、
被

災
者
へ
の
見
舞
金
に
充
て
る
た
め
、

災
害
対
策
基
金
を
設
置
し
て
お
く
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
見
解

を
問
う
。

答　
山
口
県
市
町
総
合
事
務
組
合
災

害
基
金
や
各
種
支
援
策
で
対
応
し
て

い
く
。

　

必
要
性
は
十
分
理
解
で
き
る
が
財

源
確
保
の
問
題
な
ど
が
あ
り
現
時
点

で
は
困
難
で
あ
る
。

提
案　

周
防
大
島
町
空
家
等
の
適
正

管
理
に
関
す
る
条
例
で
は
、
特
定
空

家
等
の
敷
地
内
の
立
木
竹
の
伐
採
に

つ
い
て
は
、
町
長
が
助
言
ま
た
は
指

導
、
勧
告
、
命
令
、
公
表
、
警
察
そ

の
他
の
機
関
に
協
力
要
請
で
き
る
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
例
を
道

路
沿
い
に
あ
る
危
険
な
樹
木
に
も
適

用
で
き
る
よ
う
整
備
す
る
の
も
一
つ

の
手
段
で
あ
る
と
考
え
る
。

吉村　忍議員

災
害
対
策
基
金
の

設
置
に
つ
い
て

主
要
道
路
沿
い
に
お
け
る

倒
木
・
山
腹
崩
壊
に
つ
い
て

▲……昨年の７月豪雨による倒木・山腹崩壊


